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１２月は早めの会費納入にご協力をお願いします。 会計 山崎孝亀

申告の際には注意しましょう！
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
ら
れ
る
上
限
額
が
変

わ
り
ま
し
た
 

今
年
か
ら
、
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
を
適
用
で
き

る
配
偶
者
の
所
得
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

 
配
偶
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
配
偶
者
の
年
収
が
、
給
与
所
得

の
場
合
１
０
３
万
円
以
下
と
い
う
の
は
同
じ
で
す
が
、
１
０
３

万
円
を
超
え
た
場
合
で
も
、
１
５
０
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
配
偶

者
控
除
と
同
様
に
38
万
円
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

ま
た
、
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
ら
れ
る
給
与
収
入
の
上
限

額
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
２
０
１
万
６
，
０
０
０
円
未
満

に
な
り
ま
し
た
。
 

た
だ
し
、
配
偶
者
の
特
別
控
除
枠
は
拡
大
さ
れ
ま
し
た
が
、

昨
年
ま
で
と
同
様
に
、
配
偶
者
本
人
の
給
与
収
入
が
98
万
円

を
超
え
る
と
、
住
民
税
（
市
県
民
税
）
が
発
生
し
、
１
０
３
万

円
を
超
え
る
と
、
所
得
税
を
支
払
う
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。

ま
た
、
１
３
０
万
円
を
超
え
る
と
社
会
保
険
の
扶
養
か
ら
外

れ
、
自
分
で
年
金
や
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。
 

配
偶
者
の
年
収
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
年
収
も
配
偶
者
控
除
の

判
定
に
必
要
に
な
り
ま
し
た
 

昨
年
ま
で
は
、
納
税
者
本
人
の
所
得
に
関
係
な
く
配
偶
者
控

除
・
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
今

年
か
ら
納
税
者
本
人
の
所
得
が
要
件
に
加
わ
り
ま
し
た
。
 

具
体
的
に
は
、
納
税
者
本
人
の
所
得
が
９
０
０
万
円
超
（
給

与
所
得
の
み
の
場
合
給
与
収
入
１
，
１
２
０
万
円
超
）
の
場
合
、

控
除
額
が
段
階
的
に
下
が
り
ま
す
。
所
得
１
，
０
０
０
万
円
超

（
給
与
収
入
１
，
２
２
０
万
円
超
）
 の
場
合
、
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

所
得
の
高
い
人
の
場
合
、
配
偶
者
控
除
が
受
け
ら
れ
な
く
な

っ
た
り
、
控
除
額
が
下
が
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
得

税
の
税
額
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
の
際
は
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
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配偶者控除・配偶者特別控除が変わりました 

年末調整講習会のご案内(完全予約制) 

日時 10 時～ 14 時～ 19 時～ 

12 月 21 日(金) ③<満員> ④  

月８日(火)  ⑤  

１月 11 日(金) ⑥<満員> ⑦  

１月 17 日(木) 

 

⑧ ⑨ ⑩ 

１月 18 日(金) ⑪ ⑫  

上記の日程表で、講習会(①～⑫)の参加希望日を事前に予約してくだ

さい。参加人数の関係で調整をお願いする場合があります。 

※講習会に参加しない場合は、昨年同様に特別会費を徴収します。 

※⑧～⑩はレディヤン春日井 1階第 1会議室で開催します

 
 

 

②所得計算の方法      １月 ９日(水) 

③確定申告書の書き方    １月１６日(水) 

④減価償却費など決算修正  １月２３日(水) 

⑤消費税申告書の書き方   １月３０日(水) 

いずれも 19 時～  

レディヤン春日井１階第１会議室です 

 

 

 

事務所の通常業務は 12 ⽉ 27 ⽇(⽊)までで
す。12 ⽉ 28 ⽇(⾦)は⼤掃除です。 
新年は 1 ⽉７⽇(⽉)から業務を再開します。
 

 

 

 新春恒例 2019 年新年事務所びらき 

2019 年１月４日(金)13 時 30 分～
一品持ち寄りです。どなたでも参加できます。


